
    

 

NEWS RELEASE 
夢をかなえ、地域の未来を創造する銀行 

２０２０年７月８日（水） 

遺言代用信託および暦年贈与型信託の取り扱い開始について 

 

 

株式会社トマト銀行（取締役社長 髙木 晶悟）は、高齢化を背景に資産承継や相続に対す

る関心が高まるなか、多様化するお客さまのニーズにお応えするため、２０２０年７月１５日（水）

より、みずほ信託銀行株式会社（取締役社長 梅田圭）の代理店として、新たに「トマト遺言

代用信託」および「トマト暦年贈与型信託」の取り扱いを開始しますので、お知らせいたします。 

当社は、今後もお客さまの幅広いニーズにお応えいたします。 

記 

１ 取 扱 商 品 

（１）トマト遺言代用信託 

特徴・機能 
相続発生時、あらかじめ指定した受取人が遺産分割協議前に財産を受け取

ることができます。なお、遺言書の作成は不要です。 

お申込金額 ２００万円以上３，０００万円以下 

お受 取 人 推定相続人の中から、最大４名までご指定いただけます。 

お受取方法 
ご家族お一人ごとに受取方法（一時金受取、定時定額受取）や受取割合をご

指定いただけます。 

申込手数料 お申込金額の２．２％（税込） 

販売会社 株式会社トマト銀行 

受 託 者 みずほ信託銀行株式会社 

 【イメージ図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お申込⼈ 

（委託者） 

  

 
 

（販売会社）

 

 

 

 

 

みずほ 

信託銀⾏ 

（受託者） 

 

 

 

 

 

（運⽤先） 

 

②信託設定 
（⾦銭） 

③運⽤ 
（預⾦） 

利息 

信託代理店
契約 

• 資産承継や相続のニーズにお応えするため、２０２０年７月１５日（水）より、新たに「トマト

遺言代用信託」および「トマト暦年贈与型信託」の取り扱いを開始します。 

 

 

お受取⼈ 

（受益者） 

 ⑤元本 ⑥⾦銭

⿊線：当初、平時の流れ、⾚線：相続発⽣後の流れ 

①勧誘・販売

信託契約 

④信託配当は 

信託⾦に加算 



本件に関するお問い合わせ先  営業統括部       小窪     ℡ 086-800-1800 

報道関係のお問い合わせ先   経営企画部（広報担当）  光
みつ

實
ざね

・俣野   ℡ 086-221-1145 

 

 

（２）トマト暦年贈与型信託 

特徴・機能 
贈与契約書を作成することなく、生前贈与が可能です。また、贈与金額を毎年

ご指定いただけます。 

お申込金額 ５００万円以上（上限なし） 

受贈候補者 国内居住の３親等以内のご親族から、最大９名までご指定いただけます。 

お受取方法 
「贈与の依頼書」、「受贈の確認書」を受領後、受贈者の指定口座へ振り込み

ます。（年１回振り込み、最長３０年間） 

申込手数料 お申込金額の２．２％（税込） 

期中費用 毎年１１，０００円（税込） 

販売会社 株式会社トマト銀行 

受 託 者 みずほ信託銀行株式会社 

【イメージ図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 取扱開始日  ２０２０年７月１５日（水） 

３ 取 扱 店  本支店６０ヵ店（インターネット専用ももたろう支店を除きます。） 

 以上 

 （ご留意事項） 

 ■本商品は、実績配当型の金銭信託です。預金とは異なり元本および利益の保証はありません。 

 ■本商品は、原則として中途解約ができません。やむを得ない事情により中途解約のお申し出があ

った場合は、解約に応じることがあります。 

 ■信託終了事由による信託終了のほか、運用の状況により元本の償還を停止し、信託を終了する

場合があります。 

 ■本商品のお申込みは、原則として取り消すことができません。また、お申し込みに関してはクーリ

ングオフ制度の適用もありません。 

 ■商品パンフレットは、トマト銀行本支店の窓口にご用意しております。 

商号等：株式会社トマト銀行  登録金融機関：中国財務局長（登金）第 11 号 

加入協会：日本証券業協会

 

 

お申込⼈ 

（委託者） 

 
 
 
 

お受取⼈ 

（受益者） 

 

 
（販売会社）

 

 

 

 

 

みずほ 

信託銀⾏ 

（受託者） 

 

 

 

 

 

（運⽤先） 

 

信託契約 
③運⽤ 
（預⾦） 

信託代理店
契約 

⑧完了報告 

②信託設定
（⾦銭） 

④信託配当は 

信託⾦に加算 
⑥受贈の意思表⽰ 

⑨完了報告 

⑦贈与⾦振込 

①勧誘・販売 

⑤贈与の意思表⽰

元利⾦ 



2020年7月現在

株式会社トマト銀行
〒700-0811 岡山市北区番町2丁目3番4号
登録金融機関：中国財務局長（登金）第11号 加入協会：日本証券業協会

お問い合わせはお近くのトマト銀行窓口へ

毎年5月10日

■説明書はトマト銀行本支店の窓口にご用意しております。

遺代-0566-2-001

トマト遺言代用信託



2020年7月現在

株式会社トマト銀行
〒700-0811 岡山市北区番町2丁目3番4号
登録金融機関：中国財務局長（登金）第11号 加入協会：日本証券業協会

お問い合わせはお近くのトマト銀行窓口へ

毎年5月10日

■説明書はトマト銀行本支店の窓口にご用意しております。

暦年-0566-2-001

トマト暦年贈与型信託


